
平成 ■9年 11月  6日

大阪大学箕面地区教職員組合 御中

本日、「平成19年 人事院勧告 (給与法改正)等への大学の対応方針について」という

別添文書を、教職員へ周知いたしましたので、参考までに送付いたします。

大阪大学総務部人事課

鎌 谷



平成 19年 11月 6日

各  位

人 事 労 務 室 長

平成 19年 人事院勧告 (給与法改正)等 への大学の対応方針について

日頃から大阪大学の業務等にご尽力いただき、ありがとうございます。
さて、既にご存じのとおり、去る8月 8日 に人事院勧告が行われ、 10月 30日 に閣議決定、

これに基づき給与法の改正案が国会において審議される予定です。
このため、勧告をもとに、本学の対応方針について種々検討してまいりましたが、最終的には

下記のとおり、人事院勧告に対する国の対応に依拠した形で、対応することを検討しております。
今後、就業規則改正案の準備ができ次第 過半数代表者に説明を行ったうえで、その意見を聴

取するとともに この問題について労働組合から団体交渉の中入れがあった場合には、これに誠
実に対応したいと考えております。

つきましては 本学の置かれている厳しい社会情勢等を 1分にお含みいただき、ご理解を賜り
ますよう 何卒よろしくお願い中しLげます。

F己

1 これまでの経緯
8月  8日  人事院勧告 ・  ・・ 別紙 1参照

10月 30日  勧告実施の閣議決定 ・ 別紙 2参照

2 大学の基本的考え方
平成 19年 の人事院勧告に対する国の対応に依拠することを基本として、対応する。

【根拠】
(1)国 立大学法人についても 法律上、l■家公務員の給与等に関する原則である 「情勢適応の

原則Jに 類似した 「情勢適合の原貝lJが 採用されている。
→ 国立大学法人法第 35条 により準用される独立行政法人通則法第 63条 第 3項 (読み替え

後の規定)
(職員の給与等)

第 63条 職員の給与は、職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2法 人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを文部科学大臣に属け出る
とともに、公表しなければならない。これを変更したときも 同様とする。

3前 項の給与及び退職手当の支給の基準は、法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情
勢に適全したものとなるよつに定められなければならない。
【参考】国家公務員法

(情勢適応の原則)



第 28条 この法律に基いて定めら担る給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は 国
会により社会 般の情勢に適1さするように、随時こど1を変更することができる。その変更に関
しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。

2(略 )

(2)閣 議決定においては 「独立行政法人 (国、ア大学法人及び大学共同利用機関法人を含む。一

注)の 役職員の給与改定においても 国家公務員の給与水準を 十分考慮して適正な給与水準
とするよう要請」がなさオ]ており、日立大学法人における給与改定が公務員の給与水準を十
分考慮したものとなることはこうした閣議決定においても当然の前提とされていること。

(3)大 学の給与規程においても 「基本給の額は 国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の
財務状況等を塾堕 し これを改定するものとする。|(■l立大学法人大阪大学教llHl員給与規
程第 11条 第 2項等)と していること。

(4)社 会全般に賃金改善状況が見られる。
常用労働者の所定内給与0 1%ll昇 。(厚生労働省 「毎月勤労統.t調査J4月 前年比)
今年の春闘においても 大手企業の総平均 1 90%(100人 未満の企業であっても

1 54%)の 賃上げで妥結。

(5)人 事院勧告にあたって人事院が行つた調査の妥当性 ・正確性が認められる。
有識者との懇話会、中小企業経営者等との意見交換を行うこと等により、広く国民の意

見を取り入れ慎重に検討している。
比較の元となる職種別民間給与実態調査は、高い調査完了率 (約9割 )で ある。

(6)国 全体としての少子化対策が推進されている。

(7)日 立大学法人を取り巻く状況は以下のとおりきわめて厳しい状況にある。
人件費の大半を運営費交付金 (=税金)に 依存している国立大学法人においては、国の

厳しい財政状況 (平成 19年 6月 末の国の債務残高は、過去最高の836兆 円に)である。
効率化係数により、毎年度国からの交付金が肖1減されている。

3 具体的な検.l内容 (就業規則等の改定内容)
(1)平 成 19年 度の給与を国家公務員の俸給の引上げ (初任給を中心に若年層に限定。)に 準

じて引き上げる。 (平成 19年 4月 ～)

(2)平 成 19年 12月 分賞与を国家公務員の勤勉手当の引 巨げに準じて引き 巨げる。

(3)国 の少子化対策の推進を踏まえ、扶養手当を国同様に増額する。
(子等 6, 000円 → 6. 500円 )(平 成 19年 4月 ～)

(4)非 常勤職員及び寄附講座教Ifr員等の給与については、にの制度とは異なる職務給制度を採
用していることから、今年の人事院勧告とは別に検討する。
(その検討結果については、改めてお知らせする予定です。)
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給 与 勧 告 の 骨 子

○ 本年の給与勧告のポイント

① 民間給与との較差 (035%)を 埋めるため、初任給を中心に若年層に限定した俸給月額の引上げ
(中高齢層は据置き)、子等に係る扶養手当の弓1上げ、19年度の地域手当支給割合のさかのばり改定

② 期末・勤勉手当 (ボーナス)の 引上げ (005月分)

③ 給与構造改革の一環としての専門スタッフ職俸給表の新設

O 公務員給与の改革への取組

平成17年の勧告時の報告において、地域間配分の適 正化 職務給の徹底、成績主義の推進を図るため、

給与11度の抜本的な改革を行 うことを表明.こ の給与構造改革は、平成 8年度から体給表水準の引 ドげ
(48%,)を 実施 しつて,、逐次手当の新設年を行い平成22年度までの 5年 間で実現

また、民間企業の給与水準をよりl.l正に公務の給与水IFに反映させるため、調■18年勧告の基礎とな

る民間給与との比較方法について、比較対象企業規模をそれまでの 00人以 卜から50人以上に改めるな

ど抜本的に見直:し

本院 としては、公務員給与の改革を進めることにより、国民の支持の得られる適正な公務員給りの確

保に向けて全力で取 り組む所在

I 給与勧告の基本的考え方

(給与勧告の意義と役制,勧 告は、労働基本権市1約の代償措置として、職員に対しl・lにな給与を確保する機能

を有する1)のであり、能率的なrl政運営を維持するLでの基絆

`民
間準拠の考え方)国 家公T・.員のI.りは け場原理による決定が困難であることから、労使交渉年に■つて

経済 雇用情勢等を反映して決定される民間の給与に準拠して定めることが最1)合理的

民間給与との較差に基づく給与改定
1 民間給与との比較

く月例給〉 公務と民間の4月 分給与を調査 し 主な給与決定要素である役職段階、年齢、学歴 勤

務地域の同じ者同 Lを上ヒ較

約10,200民間事業所の約43万人の1国人別給与を実地調査 (完 r率894%,)

C民 間給与との較差 1,352円035% [行

〔儒域手誓  ::1嵩    椅黛荘:分

与給一●現
ヽ
―
リ

一峨
硼
印

383.541円平均年齢 407歳 〕

くボーナス〉 lF年冬と本年夏の 1年間の民間の支給実績 (支給割合)と 公務の年間支給月数を比較
0民 間の支給割合 451月 松 務の支給月数 445月 )

給与改定の内容と考え方

く月例給〉
(1)俸給表 初任給を中心に若年層に限定した改定 (中高齢層は据置き)

① 行政職俸給表(―)

改定率 1級 11%、 2級 06%、 3級 00%.4級 以上は改定なし

初任給 I種 181,200円(現行179,200円)、H種 172.200円(現行170,200円)
Ⅲ種 140,100円(現行138,400円)

② その他の俸給表 行政職俸給表( )との均衡を基本に改定 (指定職俸給表年を除く)
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(2)扶養手当 民「]の支給状ルt等を考慮するととて,に、少子化対策のI進 にも配慮

子等に係る支給月額を500円引 卜げ (6,000円→ 6.500円)
(3)地域手当 給与構造改革である地域間給与配分の見直しの着実な実施

地域手当の級地の支給割合と平成18年3月 31日における調整手当支給■合とのたが

6γ,ll卜の地I・tの 地域手当支給割合について 今後の改定分の一部を繰 り上げて

改定 (本年度分として05%の 引上げを追力|)

[実施時期] 平成19年4月 11

く期末 勤勉手当等 (ボーナス)〉 民間の支給割合に見合うよう弓1上げ イ45月分→45月 分
( 般の職員の場合の支給月数)

6月 期 12月期

19年度 当
当

手
手

末
勉

期
勤

1 4  月 (支給済み)
0725月 (支給済み)

16 月 (改定なし)
0775月 (■行0725月)

20年度
以降

当

当

手

手
末
勉

期
勤

14月
075月

16月
075月

[実施時期]公 4j日

くその他の課題〉

(1)住 居手当     自宅に係る住=手 当の廃上 て,含め見直 しに着手
(2)非 常勤職員の給与 給与の実態把握に努めるととて,に、職務の実態に合つた適切な給与が支給

きれるよう、必要な方策について検.l

なお、非常勤職員の円1題|ま、その位置付け等 1 含ゝめた検討が必要

Ill 給与構造改革 (平成20年度において実施する事項)

1 専門スタッフ職俸給表の新設

行政の多様化、複雑 高度化に対応するため、公務において職員が培ってきた高度の専門的な力1識

やlr験を活用するとと1)に、早期退職慣行を足 にし在職期間の長期化に対応する観点から、複線型人

事管理の導入に向けての環境整備を図るため、専門スタッフ職l―i給 表を新設(平成20年4月 1 実施)
(俸給)

専門スタッフ職俸給表は、行政における特定の分野についての高度の専門的な矢峨 経験が必要と

される調査、研究、情報の分析等により、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で

人事院規則で定めるものに適用 し、 3級 構成.各 職務の級の水準は、本府省の課長補佐級から課長

級までの水準を基礎
(諸手当)

専F3スタッフ職職員には 体給のIt別調整額を支給 しないはか 2級 、 3級 職員について 超過

勤務手当等のll」用を除外

専F3スタッフ職調整手当は、3級 職員の うち 極めて高度の専門的な知識経験年を活用して遂行

することが必要な特に重要で特に休難な業務に従事する職員に支給 (俸給月額の100分の10)
(勤務時間)

専門スタッフ職職員の勤務時間について 職員の申告を経て、4週 F]ごとの期間につき各省各庁

の長が割 りlL/る弾力的な仕組みを導入

2 地域手当の支給割合の改定等

・ 地域手当は、平成22年度までの間に段階的に改定することとしてお り、平成20年4月 1日 から14

成21年 3月 31日までの「]の暫定的な支給害1合を設定 (平成19年度の1支給割 合を1～25%引 上げ)
・ 広域異動手当lt 平成20年度に支給害1合が引き上げ:,れ、市1度が完|え (異動高1後の官署間の距離

区分が60kI以上3001m未満の場合 3%、 300km以上の場合6%)

・ 今終とt)、昇給 ・勤勉手当における勤務実績の給与への反映を一層推進
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公務員の給与改定に関する取扱いについて

9年 1

議

1 -般 職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給
与については、去る8月 8日 に人事院勧告が行われたところである。
平成 19年 度の給与改定は、厳 しい財政事情や現下の経済社会情勢
を踏まえ、国民世論の動向をも勘案 し、指定職体給表の適用を受け
る職員 (以下 「指定職職員」とい う。)の 期末特別手当及び地域手
当の支給割合の改定を見送ることとし、指定職職員以外の職員につ
いては勧告 どお り改定を行 うものとする。また、専門スタッフ職俸
給表を新設するなど給与構造改革を引き続き推進するものとする。

2 特別職の国家公務員の給与については、おおむね 1の 趣旨に沿っ

て取 り扱 うものとし、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務
官その他指定職職員に相当する職以上の国家公務員の改定は見送る
ものとする。

3 1及 び 2の 給与改定を行 うに当たっては、我が国の財政事情がま

すます深刻化している下で、 「経済財政改革の基本方針 2007J
(平成 19年 6月 19日 閣議決定。以下 「基本方針 2007Jと い

う。)に 沿つて 2011年 度には国と地方の基礎的財政収支の黒字
化を確実に達成するなど、歳出 ・歳入一体改革が進められているこ
とを考慮すれば、行財政改革を引き続き積極的に推進 し、総人件費
を削減する必要がある。そのため、次に掲げる各般の措置を講する
ものとする。

(1)予 算の執行に当たっては、優先順位の厳 しい選択を行い、経
費の節減に努めるとともに、今後、なお引き続き、経費の見直
し ・節減合理化を図ること等により、歳出の削減に努力する。

(2)地 方支分部局等を始めとする行政事務 ・事業の整理、民間委
託、情報通信技術の活用、人事管理の適正化等行政の合理化、
能率化を積極的に推進する等の措置を講ずる。また、定員につ
いては、 5年 間で 5 7%以 上の純減 目標を確実に達成する。そ
の中で、メリハ リのある定員配置を実現する。

(3)地 域における給与水準の見直しについては、給与構造改革の

決30量〕『
1
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柱として、平成 18年 度に俸給表の水準を全体として4 8%引

き下げるとともに、民間の賃金水準が高い地域には地域手当を

支給する措置を5年 間かけて段階的に実施 しているところであ

る。 さらに、 「基本方針 2007Jに おいて公務員給与につい

て地域の民間給与をよリー層反映 させるとされていること等を

踏まえ、人事院に対 し、地域における官民給与比較の在 り方を

含め、民間給与のよリー層の反映のための更なる方策について

検討を行 うよう要請する。

(4)独 立行政法人の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員
の給与水準を十分考慮 して国民の理解が得 られる適正な給与水

準 とするよう要請するとともに、中期 目標に従った人件費肖」減
や国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与の見直 しの取組状
況を的確に把握する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣
が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。

また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国家公

務員の給与水準を十分考慮 して国民の理解が得 られる適正な給
与水準となるよう対処するとともに、主務大臣の要請を踏まえ

た人件費削減や国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与の見
直 しの取組につき、必要な指導を行 うなど適切に対応する。特

殊法人等の役職員の給与等についても、法令等に基づき公表す

る。

(5)地 方公共団体の定員の純減及び人件費の抑制に支障を来すよ

うな施策を厳に抑市」する。

(6)地 方公共団体の定員については、新地方行革指針 (平成 17

年 3月 29日 )に 基づ く集中改革プランにおける定員管理の数

値 目標の着実な達成に取 り組むことを含め、 「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針 2006J(平 成 18年 7月 7日 閣
議決定)に 沿い、 5年 間で国の定員純減 (▲5 7%)と 同程度
の職員数の純減を行 うよう、引き続き要請する。

(7)地 方公共団体における地方公務員の給与改定に当たっては、
現下の極めて厳 しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等
を十分検討の上、国と同様、行政の合理化、能率化を図るとと

もに、既に国家公務員又は民間の給与水準を上回つている地方
公共団体にあつては、その適正化を強力に推進するため必要な
措置を講ずるよう要請する。
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また、給与構造改革の取組に加え、人事委員会機能を発揮す
ることなどによる地方における民間給与水準への準拠を徹底す

るほか、技能労務職員の給与については 「基本方針 2007」

に沿つた取組を着実に推進するよう要請する。

4 行政及び公務員に対する国民の信頼の回復を図るため、次に掲げ
る各般の措置を講ずるものとする。

(1)国 家公務員について、各省各庁の長が リーダーシップを発揮
し、厳正な服務規律の確保及び公務の適正かつ能率的な運営を

図る。法令等に違反する行為に対 しては懲戒処分や刑事告発を

含めた厳正な措置を執るとともに、勤務実績等の的確な把握に

より厳格に分限処分を行 う。

(2)不 祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取扱いにつ

いて、総務省において制度の在 り方に関する検討会を開催 し、
来年の春までを目途に結論を得る。

(3)地 方公務員についても、厳正な服務規律の確保や公務の適正

かつ能率的な運営を図 り、地方行政及び地方公務員に対する信

頼の回復に努めるよう要請する。
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